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大
正
時
代
は
「
踊
り
場
」
の
時
代
と
言

わ
れ
ま
す
。
明
治
と
い
う
急
な
階
段
が
あ

り
、
大
正
で
い
っ
た
ん
休
み
、
続
い
て
昭

和
の
戦
前
期
と
い
う
階
段
へ
と
つ
な
ぐ
時

代
で
し
た
。
し
か
し
、
大
き
な
変
化
が
生

ま
れ
た
時
で
も
あ
り
ま
す
。（
第
1
次
）
世

界
大
戦
が
起
こ
り
、
旧
い
秩
序
や
価
値
観

が
揺
ら
ぎ
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義

も
世
界
に
広
が
り
ま
し
た
。
資
本
主
義
の

限
界
が
い
わ
れ
、
わ
が
国
で
も
「
進
歩
と

改
造
」
が
流
行
語
に
な
り
、「
平
和・不
戦・

軍
備
撤
廃
」
な
ど
の
声
の
中
か
ら
昭
和
が

始
ま
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
陸
軍
も

大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
ゆ
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

大
正
半
ば
か
ら
は
、
軍
縮
の
う
ね
り
の

中
で
人
事
上
の
行
き
詰
ま
り
も
あ
り
、
世

界
大
戦
の
教
訓
か
ら
新
し
い
装
備
開
発
に

も
取
り
組
み
ま
し
た
。
大
正
バ
ブ
ル
と
い

わ
れ
た
大
戦
景
気
の
景
況
と
、
そ
の
揺
り

戻
し
の
長
期
不
況
が
あ
り
ま
す
。
関
東
大

震
災
、
そ
の
復
興
財
源
に
も
苦
労
し
ま
し

た
。
そ
う
し
た
背
景
を
背
負
っ
て
、
陸
軍

は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

昭
和
一
桁
期
は
経
済
不
況
か
ら
始
ま
り

満
洲
事
変
が
起
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
始

ま
る
軍
拡
が
国
民
生
活
に
与
え
た
影
響
も

見
逃
せ
ま
せ
ん
。
今
回
は
い
よ
い
よ
衛
生

制
度
史
の
最
終
稿
で
す
。

■
少
尉
相
当
の
准
尉

　

1
9
1
7
（
大
正
6
）
年
の
武
官
官
等

表
に
は
、
各
兵
科
特
務
曹
長
（
准
士
官
）

の
上
に
「
各
兵
科
少
尉
」
と
並
ん
で
「
各

兵
科
准
尉
」
が
登
場
し
ま
す
。
各
兵
科
特

務
曹
長
は
1
8
9
4
（
明
治
27
）
年
に
新

設
さ
れ
た
准
士
官
（
判
任
官
1
等
）
で
す
。

服
装
も
尉
官
と
同
じ
で
し
た
。
た
だ
し
、

軍
衣
の
肩
章
に
は
星
章
が
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
の
准
陸
尉
や
准
空
尉
と
同
じ
で
、
将

校
の
両
側
金
線
の
縁
取
り
の
中
に
は
金
線

が
一
本
あ
る
だ
け
で
す
。

　

対
し
て
、
こ
の
准
尉
と
は
少
尉
相
当
の

高
等
官
で
し
た
。
曹
長
、
特
務
曹
長
か
ら

選
抜
さ
れ
る
と
1
年
間
、
陸
軍
士
官
学
校

で
学
生
と
し
て
過
ご
し
准
尉
に
任
じ
ら
れ

ま
し
た
。
服
装
は
少
尉
と
同
じ
で
す
が
、

階
級
章
の
星
章
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
後

の
幹
部
候
補
生
徽
章
の
よ
う
に
丸
い
台
座

が
つ
い
て
い
ま
す
。
官
階
順
で
は
判
任
官

の
伍
長
・
軍
曹
・
曹
長
・
特
務
曹
長
、
そ

し
て
奏
任
官
の
准
尉
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
た
だ
し
、
准
尉
は
大
将
か
ら
少

尉
に
い
た
る
将
校
の
階
級
の
系
列
に
は
入

り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
中
尉
に
進
む
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
尉
と
並
ぶ
こ
の
准

尉
制
度
は
准
士
官
の
優
遇
策
で
あ
り
、
同

時
に
部
隊
に
配
当
す
る
初
級
士
官
の
定
員

の
調
整
作
用
も
果
た
し
ま
し
た
。
陸
士
を

卒
業
す
る
生
徒
数
を
減
ら
し
て
も
、
尉
官

の
定
員
を
准
尉
で
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

た
だ
し
、
3
年
し
か
続
か
な
か
っ
た
制

度
で
す
。
1
9
2
0
（
大
正
9
）
年
に
少

尉
候
補
者
制
度
が
で
き
る
と
同
時
に
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。
海
軍
の
兵
曹
長
（
少
尉
同

等
）
も
同
じ
で
す
。
海
軍
准
士
官
は
上
等

兵
曹
で
し
た
。
そ
の
上
に
尉
官
代
用
と
し

て
兵
曹
長
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

制
度
が
な
く
な
る
と
、
そ
の
と
き
の
准

尉
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
尉
、
中
尉
、

少
尉
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
海
軍
は
特
務

士
官
と
な
り
ま
す
が
、
陸
軍
と
異
な
っ
て

指
揮
権
の
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

■
衛
生
部
上
等
看
護
長

　

衛
生
部
准
士
官
で
あ
る
上
等
看
護
長
は

1
9
0
9
（
明
治
42
）
年
に
新
設
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
経
理
部
に
も
准
士

官
の
上
等
計
手
が
復
活
し
ま
す
。
獣
医
部

に
も
准
士
官
で
あ
る
上
等
蹄
鉄
工
長
（
後

に
獣
医
務
准
尉
）
も
1
9
1
4
（
大
正
3
）

年
に
で
き
ま
し
た
。
経
理
部
で
は
他
に
も

1
9
2
0
（
大
正
9
）
年
に
は
上
等
靴
工

長
、
上
等
縫
工
長
と
い
う
准
士
官
（
後
の

経
技
准
尉
）
が
で
き
ま
し
た
。

　

軍
楽
部
の
准
士
官
は
1
8
8
3
（
明
治

16
）
年
の
軍
楽
長
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
1

8
8
5
年
に
は
最
高
官
が
少
尉
級
に
な
り

（
1
等
軍
楽
長
）、
准
士
官
は
2
等
軍
学
長

に
な
り
ま
し
た
。
1
8
9
9
（
明
治
32
）

年
に
は
少
尉
級
が
楽が
く

長
ち
ょ
う

に
な
っ
た
こ
と

に
合
わ
せ
て
楽
長
補
に
な
り
、
明
治
42
年

に
最
高
官
が
中
尉
級（
1
等
楽
長
）に
な
っ

て
も
楽
長
補
は
変
わ
ら
ず
、1
9
2
1（
大

正
10
）
年
に
最
高
官
が
1
等
楽
長
（
大
尉

級
）
に
な
っ
て
も
楽
長
補
で
し
た
。
な
お

1
9
3
7
（
昭
和
12
）
年
に
は
軍
楽
准
尉

と
な
り
ま
し
た
。

■
士
官
た
る
看
護
官
の
誕
生

　

准
尉
制
度
が
各
兵
科
少
尉
候
補
者
制
度

に
変
更
さ
れ
た
と
同
時
に
、
衛
生
部
で
も

3
等
看
護
官
候
補
者
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

1
9
2
2
（
大
正
11
）
年
に
陸
軍
武
官
官

等
表
に
1
、
2
、
3
等
看
護
官
が
創
設
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
大
尉
相
当
官
、
中
尉

同
、
少
尉
同
で
し
た
。

　

試
験
の
内
容
は
、
看
護
長
（
下
士
）
と

し
て
の
素
養
程
度
の
衛
生
学
、
看
護
学
、

調
剤
学
が
あ
り
、数
学
（
算
術・初
等
代
数・

初
等
平
面
幾
何
）・
物
理
学
・
化
学
・
外

陸
軍
史
の
窓
か
ら
（
第
25
回
）

陸
軍
衛
生
制
度
史（
完
結
編
）

荒
木　

肇
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国
語
学
（
英
、仏
、独
の
う
ち
一
つ
）
は
「
概

ネ
中
學
校
卒
業
ノ
程
度
ニ
依
ル
」
で
し
た
。

や
は
り
、
士
官
に
な
る
に
は
中
学
校
卒
業

程
度
の
学
力
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

■
准
士
官
学
生
の
誕
生

　
『
軍
醫
学
校
史
』
に
よ
れ
ば
條
令
改
正
に

依
り
、
従
来
の
普
通
学
生
を
「
乙
種
士
官

学
生
」、
専
攻
学
生
を
「
甲
種
士
官
学
生
」

と
改
称
し
、
修
業
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
6
か

月
乃
至
1
年
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
時
勢

ノ
進
運
ニ
伴
ヒ
、
衛
生
部
准
士
官
ノ
優
秀

ナ
ル
モ
ノ
ヲ
本
校
ニ
テ
教
育
シ
、
看
護
官
ト

ナ
ス
ノ
制
度
制
定
セ
ラ
レ
シ
結
果
」
初
め

て
准
士
官
学
生
4
名
の
入
校
を
み
ま
し
た
。

　

准
士
官
学
生
の
教
育
内
容
は
、
軍
陣
衛

生
学
、
同
防
疫
学
、
高
等
看
護
学
、
軍
陣

療
具
使
用
法
、
病
理
学
的
諸
検
査
法
、
戦

時
及
平
時
衛
生
勤
務
学
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
1
9
2
2
（
大
正
11
）
年

に
は
、
学
生
数
は
3
等
軍
医
正
乃
至
2

（
3
）
等
軍
医
（
内
薬
剤
官
4
名
）
が
合
わ

せ
て
1
7
5
名
と
あ
り
ま
す
（
内
訳
は
不

明
で
す
）。
翌
年
に
は
、上
長
官
学
生
18
名
、

甲
種
士
官
学
生
43
名
（
内
薬
剤
官
3
名
）、

乙
種
士
官
学
生
1
1
2
名
（
同
前
12
名
）、

准
士
官
学
生
5
名
で
し
た
。
合
計
で
1 

7

8
名
に
な
り
ま
す
。さ
ら
に
1
9
2
4（
大

正
13
）
年
に
は
上
長
官
学
生
18
名
、
甲
種

43
名
（
薬
剤
官
3
名
）、
乙
種
90
名
（
同
7

名
）、
准
士
官
学
生
5
名
と
な
り
、
合
計
で

1
5
6
名
で
す
。

　

1
9
3
7
（
昭
和
12
）
年
か
ら
は
、
准

士
官
学
生
は
衛
生
部
少
尉
候
補
者
と
名
称

を
変
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
各
部
も
兵
科
と

同
じ
官
名
に
し
た
こ
と
か
ら
で
す
。
3
等

看
護
官
は
衛
生
少
尉
と
な
り
ま
し
た
。
試

験
科
目
も
、
陣
中
要
務
令
、
軍
陣
衛
生
学
、

看
護
学
、
陸
軍
衛
生
材
料
と
変
わ
り
「
下

士
官
ニ
必
要
ノ
程
度
」
と
あ
り
ま
す
。
国

語
・
数
学
（
算
術
・
初
等
代
数
・
初
等
平

面
幾
何
）・
物
理
及
化
学
・
外
国
語
学
（
英
、

独
ノ
内
1
語
）
は
や
は
り
中
学
校
卒
業
程

度
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
衛
生
部
依
託
学
生
・
生
徒

　
「
召
し
ょ
う

募ぼ

」
と
は
募
集
で
す
。
現
在
で
は

志
願
で
し
ょ
う
。
大
正
の
末
年
（
15
年
）

の
陸
軍
召
募
規
則
の
衛
生
部
関
連
を
見
て

み
ま
す
。「
見
習
医
官
」と「
見
習
薬
剤
官
」

は
20
歳
以
上
、
35
歳
未
満
で
学
士
で
あ
る

者
、
外
国
の
大
学
を
卒
業
し
た
者
、
こ
れ

以
外
で
志
願
の
資
格
の
あ
る
者
は
20
歳
以

上
30
歳
未
満
と
あ
り
ま
す
。
衛
生
部
依
託

学
生
と
同
生
徒
は
17
歳
以
上
、
28
歳
未
満

で
す
。

　

1
9
3
8
（
昭
和
13
）
年
に
は
一
部
改

正
が
あ
り
ま
し
た
。
衛
生
部
依
託
学
生
と

は
大
学
令
に
よ
る
大
学
の
医
学
部
医
学
科
、

ま
た
は
同
薬
学
科
の
学
生
で
す
。
依
託
生

徒
は
官
公
私
立
医
学
専
門
学
校
医
学
科
の

生
徒
、
ま
た
は
官
公
立
薬
学
専
門
学
校
、

医
科
大
学
附
属
薬
学
専
門
部
、
医
学
専
門

学
校
薬
学
科
生
徒
と
な
っ
て
い
ま
す
。
学

生
、
生
徒
と
も
に
毎
月
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
が
、
毎
年
の
夏
季
休
業
中
に
は
指
定

さ
れ
た
軍
隊
で
3
週
間
の
訓
練
を
受
け
る

義
務
が
あ
り
ま
し
た
。

　

1
9
4
0
（
昭
和
15
）
年
に
は
陸
軍
歯

科
医
制
度
（
後
述
）
が
創
設
さ
れ
、
官
公

私
立
の
歯
科
医
学
専
門
学
校
生
も
依
託
生

徒
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
1
9
4
5

（
昭
和
20
）
年
3
月
に
は
、
そ
れ
ま
で
の

師
団
長
の
監
督
下
か
ら
軍
管
区
司
令
官
監

督
下
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
2
月
9
日
の

軍
管
区
制
の
制
定
か
ら
で
す
。

　

依
託
学
生
・
生
徒
の
召
募
数
は
1
9
2

6
（
大
正
15
）
年
に
は
約
60
名
、
見
習
医

官
は
同
30
名
で
し
た
。
そ
の
後
は
依
託
学

生
・
生
徒
が
毎
年
70
〜
90
名
、
見
習
医
官

は
30
名
前
後
、
こ
の
数
が
増
え
て
く
る
の

が
1
9
3
6
（
昭
和
11
）
年
か
ら
で
す
。

同
年
は
医
1
1
0
名
、
薬
学
5
名
で
、
見

習
医
官
は
0
と
な
り
、
資
料
で
明
ら
か
な

1
9
3
9
（
昭
和
14
）
年
に
は
学
生
2 

3

0
名
、
生
徒
40
名
と
あ
り
ま
す
。

■
兵
役
法
の
成
立
と
衛
生
部

　

1
9
2
7
（
昭
和
2
）
年
、「
兵
役
法
」

が
12
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
と
公
布
さ

れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
初
め
て
幹
部
候
補
生

と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
す
。
志
願
で
き

た
の
は
1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
か
ら
現

役
将
校
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
学
校
教
練
の

合
格
者
だ
け
で
し
た
。
衛
生
部
に
属
す
る

者
は
、
こ
れ
ま
で
入
営
3
か
月
を
経
過
し

た
後
、
軍
医
生
、
薬
剤
生
を
命
じ
て
い
ま

し
た
が
、
こ
れ
を
改
め
て
入
営
当
初
か
ら

衛
生
部
幹
部
候
補
生
と
し
ま
す
。

　

従
来
の
一
年
志
願
兵
制
度
で
は
入
営
後

満
1
年
の
予
備
役
編
入
の
と
き
に
2
等
看

護
長
（
軍
曹
相
当
）
も
し
く
は
3
等
看
護

長
に
任
じ
て
い
ま
し
た
が
、
新
制
度
で
は

こ
れ
を
士
官
に
任
官
す
る
ま
で
そ
の
階
級

に
と
ど
め
て
お
き
ま
す
。
退
営
後
3
週
間

の
勤
務
演
習
に
召
集
し
、
予
備
役
見
習
医

官
・
同
薬
剤
官
を
命
じ
て
将
校
勤
務
を
と

ら
せ
銓せ
ん

衡こ
う

後
に
3
等
軍
医
、
同
薬
剤
官
に

任
じ
ま
し
た
。

　

な
お
、
薬
剤
官
の
補
助
に
調
剤
手
と
い

う
下
士
が
あ
り
ま
し
た
が
（
明
治
22
年
か

ら
）、
1
8
9
9
（
明
治
32
）
年
に
は
廃
止

さ
れ
ま
す
。
薬
剤
師
の
資
格
が
な
け
れ
ば

幹
部
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

■
昭
和
8
年
、
昭
和
13
年
の
改
正

　

1
9
3
3
（
昭
和
8
）
年
の
こ
と
で
し

た
。
長
い
間
、
そ
の
存
在
が
議
論
さ
れ
て

き
た
幹
部
候
補
生
の
納
金
制
度
が
廃
止
さ
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れ
ま
し
た
。
同
時
に
入
営
後
3
か
月
の
現

役
兵
か
ら
志
願
者
を
募
り
、
予
備
役
士
官

た
る
者
を
甲
種
、
同
下
士
官
候
補
者
を
乙

種
と
し
ま
し
た
。
在
営
期
限
は
1
年
で
し

た
。
甲
種
幹
部
候
補
生
は
退
営
の
翌
年
に

2
か
月
間
、
高
等
専
門
学
校
以
上
の
卒
業

者
は
1
か
月
の
召
集
を
行
い
ま
す
。
新
た

に
技
術
幹
部
候
補
生
制
度
を
設
け
て
、
理

学
士
・
工
学
士
か
ら
採
用
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

1
9
3
8
（
昭
和
13
）
年
3
月
に
は
在

営
期
間
が
す
べ
て
2
か
年
に
な
り
ま
す
。

兵
と
し
て
概
ね
4
か
月
教
育
し
、
志
願
者

を
銓
衡
の
上
で
幹
部
候
補
生
に
採
用
し
ま

し
た
。
こ
の
と
き
に
甲
種
・
乙
種
の
区
分

を
し
ま
す
。
兵
科
・
各
部
の
甲
種
幹
部
候

補
生
は
概
ね
12
か
月
の
学
校
教
育
を
受
け

ま
し
た
。
衛
生
部
で
は
陸
軍
軍
医
学
校
で

集
合
教
育
を
行
い
、
乙
種
幹
部
候
補
生
は

1
年
3
か
月
後
に
下
士
官
と
し
ま
す
。
ま

た
、
成
績
優
秀
で
将
校
に
ふ
さ
わ
し
い
と

さ
れ
た
者
に
は
将
校
勤
務
適
任
證
を
付
与

し
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
か
ら
す
ぐ
の
年
末
、
さ
ら
に

補
充
令
は
改
正
さ
れ
、
配
属
将
校
制
度
と

の
関
連
が
重
視
さ
れ
ま
す
。
教
練
検
定
に

合
格
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
配

属
将
校
が
い
る
学
校
卒
業
で
な
く
て
は
な

ら
ず
（
中
等
学
校
）、
高
等
学
校
高
等
科
も

し
く
は
大
学
予
科
の
第
1
学
年
を
修
了
し

た
者
が
志
願
の
要
件
で
し
た
。
ま
た
、
陸

軍
予
科
士
官
学
校
生
徒
・
同
経
理
学
校
予

科
生
徒
・
海
軍
兵
学
校
・
同
機
関
学
校
・

同
経
理
学
校
の
第
1
学
年
を
修
了
し
た
者

も
志
願
で
き
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

「
請
願
に
依
る
退
校
」
を
許
さ
な
い
軍
学

校
か
ら
病
気
や
事
故
で
退
学
す
る
人
へ
の

救
済
措
置
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
文
部
省
直
轄
商
船
専
門
学
校
の

席
上
課
程
を
終
え
た
者
も
志
願
で
き
ま
す
。

神
戸
と
東
京
に
あ
っ
た
高
等
商
船
学
校
生

徒
は
い
ず
れ
も
海
軍
予
備
生
徒
の
身
分
を
も

ち
ま
す
が
、
中
級
乗
組
員
を
養
成
す
る
各

地
の
官
立
商
船
学
校
も
中
等
学
校
で
す
か

ら
陸
軍
幹
部
候
補
生
に
志
願
で
き
ま
し
た
。

　

衛
生
部
で
は
、
医
師
免
許
証
、
薬
剤
師

免
許
証
を
持
つ
者
と
、
そ
の
学
校
卒
業
見

込
み
の
者
も
志
願
で
き
ま
す
。

■
軍
医
候
補
生
（
短
期
現
役
）

　

海
軍
の
2
年
現
役
士
官
制
度
（
1
9
2

5
年
）
に
な
ら
っ
て
、
臨
時
特
例
に
よ
っ

て
1
9
3
3
（
昭
和
8
）
年
、
い
わ
ゆ
る

「
短
期
現
役
軍
医
制
度
」
と
し
て
企
画
さ

れ
た
の
が
「
軍
医
候
補
生
」
で
し
た
。
臨

時
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
の
事
変
、
戦

争
の
進
展
に
よ
り
大
東
亜
戦
争
の
終
末
ま

で
継
続
さ
れ
ま
し
た
。
学
校
卒
業
と
同
時

に
在
学
生
と
し
て
の
徴
集
猶
予
は
な
く
な

り
、
医
師
免
許
を
も
つ
卒
業
生
は
た
だ
ち

に
徴
兵
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
検
査
時
に
志
願
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

教
育
は
各
地
歩
兵
部
隊
と
陸
軍
病
院
で

実
施
さ
れ
ま
す
。
そ
の
期
間
は
概
ね
2
か

月
と
さ
れ
て
、
軍
事
学
術
科
と
本
務
に
関

す
る
学
術
科
の
教
育
が
ほ
ぼ
1
か
月
行
わ

れ
、
前
者
は
部
隊
長
の
指
命
し
た
将
校
、
後

者
は
部
隊
附
高
級
軍
医
が
担
当
し
ま
し
た
。

　

軍
事
学
術
科
は
戦
闘
綱
領
・
陣
中
要
務

令
・
軍
隊
内
務
書
・
軍
制
学
・
地
形
学
・

瓦
斯
防
護
ニ
関
ス
ル
事
項
・
服
装
、
礼
式
、

賞
罰
ニ
関
ス
ル
事
項
が
学
科
で
あ
り
、
術

科
は
教
練
・
体
操
・
両も
ろ

手て

軍
刀
術
・
陣
中

勤
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
務
に
関
す
る

学
術
科
で
は
、
学
科
が
衛
生
部
下
士
官
兵

用
諸
教
程
・
軍
隊
衛
生
学
・
擔
架
教
程
・

衛
生
法
及
救
急
法
・
赤
十
字
条
約
ノ
大
要

で
あ
り
、
術
科
と
し
て
隊
附
勤
務
・
救
急

法
・
擔
架
術
・
衛
生
材
料
ノ
使
用
法
・
天

幕
建
設
法
と
あ
り
ま
す
。

　

既
に
医
師
と
し
て
免
許
状
を
も
ち
志
願

し
て
入
隊
し
た
人
た
ち
で
す
か
ら
、
軍
隊

組
織
に
つ
い
て
の
理
解
や
、
軍
陣
医
学
の

基
礎
基
本
を
大
急
ぎ
で
叩
き
こ
ん
だ
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
現
役
勤
務
は
2
年
間
で

す
が
、
満
期
の
時
に
現
役
を
続
行
す
る
か

予
備
役
編
入
を
望
む
か
は
本
人
の
希
望
に

よ
り
ま
し
た
。
召
募
数
は
1
9
3
3
（
昭

和
8
）
年
で
2
1
0
名
、
そ
の
後
毎
年
約

2
0
0
名
、
1
9
3
8
（
昭
和
13
）
年
に

は
4
0
0
名
と
な
り
、
そ
の
後
は
増
え
る

一
方
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

■
陸
軍
軍
医
予
備
員
令

　

1
9
3
7
（
昭
和
12
）
年
10
月
の
こ
と

で
し
た
。『
軍
医
団
雑
誌
』
の
「
団
報
」
の

中
に
、「
軍
医
予
備
員
令
」
に
つ
い
て
医
務

局
の
見
解
が
載
っ
て
い
ま
す
。「
現
在
の
北

支
事
変
の
進
行
中
、
補
充
兵
の
中
に
医
師

免
許
証
保
持
者
が
お
り
、
戦
列
に
あ
る
各

兵
科
兵
、
輜
重
特
務
兵
と
し
て
充
用
さ
れ

て
い
る
者
が
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
能
力
の
無

駄
使
い
は
な
い
。
そ
こ
で
『
軍
医
予
備
員
』

と
し
て
戦
時
、
事
変
に
際
し
て
軍
医
尉
官

の
職
に
あ
て
て
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
よ
う

に
し
た
い
」
と
あ
り
ま
す
。

　

10
月
28
日
に
出
さ
れ
た
勅
令
の
要
点
を

簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。（
1
）
軍
医
予
備

員
と
は
予
備
役
の
衛
生
部
下
士
官
で
、
戦

時
・
事
変
に
際
し
て
軍
医
尉
官
と
し
て
採

用
す
る
者
を
い
う
。（
2
）
徴
兵
検
査
を
受

け
た
者
で
、
現
役
に
徴
集
さ
れ
、
あ
る
い

は
既
に
入
営
し
幹
部
候
補
生
で
あ
る
者
は

除
き
、
軍
医
予
備
員
に
志
願
す
る
者
を
銓

衡
の
う
え
で
採
用
す
る
。（
3
）
予
備
役
ま

た
は
後
備
役
の
下
士
官
か
ら
採
用
し
た
者

は
15
日
間
、
予
備
兵
・
後
備
兵
、
あ
る
い
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は
既
教
育
の
第
1
補
充
兵
か
ら
採
用
し
た

者
は
21
日
間
、
こ
れ
ら
以
外
は
75
日
間
の

「
本
務
ニ
必
要
ナ
ル
勤
務
及
軍
事
学
ヲ
習

得
セ
シ
ム
」。

　

予
備
・
後
備
の
下
士
官
、
兵
、
あ
る
い
は

教
育
召
集
を
受
け
て
基
本
訓
練
を
受
け
て

い
る
第
1
補
充
兵
は
入
営
し
た
時
に
衛
生

伍
長
の
階
級
を
与
え
ま
し
た
。
ま
っ
た
く

軍
隊
に
接
し
た
こ
と
の
な
い
75
日
間
の
教

育
を
受
け
る
者
は
入
営
時
に
衛
生
上
等
兵

と
さ
れ
、
15
日
後
に
同
伍
長
に
進
み
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
教
育
を
終
わ
る
と
予
備
役

衛
生
軍
曹
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
軍

医
予
備
員
に
な
る
と
き
に
既
に
曹
長
の
官

等
を
保
持
し
て
い
る
者
は
予
備
役
衛
生
曹

長
と
さ
れ
ま
す
。
普
通
に
見
ら
れ
な
い
規

定
は
そ
の
次
で
す
。
予
備
役
期
間
は
階
級

ご
と
に
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
軍
医
予

備
員
だ
け
は
年
齢
45
歳
に
達
す
る
年
の
3

月
31
日
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
召

集
を
受
け
て
入
営
す
る
と
、
軍
曹
も
曹
長

も
た
だ
ち
に
予
備
役
見
習
士
官
に
な
り
ま

す
。
見
習
士
官
勤
務
を
終
え
る
と
予
備
軍

医
少
尉
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
に
軍

医
予
備
員
と
い
う
身
分
か
ら
離
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
昭
和
8
年
創
設
の
軍
医

候
補
生
（
2
年
現
役
）
と
異
な
り
、
そ
れ

以
前
に
徴
兵
検
査
を
終
え
て
補
充
兵
な
ど

に
役
種
が
決
定
さ
れ
、
入
営
し
な
か
っ
た

た
め
に
軍
医
と
な
ら
な
か
っ
た
医
師
を
集

め
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。
軍
医
の
不
足

対
策
の
た
め
に
創
ら
れ
ま
し
た
。

　

陸
軍
は
年
度
作
戦
計
画
に
基
づ
き
、
精

密
な
年
度
動
員
計
画
を
立
て
て
い
ま
し
た
。

戦
時
に
増
設
さ
れ
る
部
隊
に
配
属
さ
れ
る

人
員
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
（
戦

時
命
課
と
い
う
）、
計
画
外
の
臨
時
動
員
が

次
々
と
行
わ
れ
る
と
既
成
の
戦
時
命
課
分

で
は
足
り
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。

　

1
9
3
7
（
昭
和
12
）
年
以
降
の
軍
医

を
主
体
と
す
る
衛
生
部
将
校
の
数
を
見
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
昭
和
12
年
に
は
4
9
7

5
名
、
同
13
年
5
8
8
8
名
、
同
14
年
6

4
6
8
名
、
同
15
年
7
0
2
4
名
、
同
16

年
1
万
6
1
5
名
、
同
17
年
1
万
2
1
5

0
名
、
同
18
年
1
万
5
0
8
9
名
、
同
19

年
2
万
1
4
8
0
名
、
そ
し
て
同
20
年
に

は
3
万
3
1
0
0
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
臨
時
附
属
医
学
専
門
部

　

1
9
3
9
（
昭
和
14
）
年
5
月
の
こ
と

で
し
た
。
勅
令
に
よ
り
、
帝
国
大
学
7
校
、

官
立
医
科
大
学
6
校
（
新
潟・千
葉・岡
山・

長
崎
・
岡
山
・
熊
本
）
に
臨
時
附
属
医
学

専
門
部
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
中
学
4
年

修
了
者
は
5
年
、
5
年
修
了
者
は
4
年
で

卒
業
し
、
医
師
免
状
を
取
得
し
ま
す
。
医

科
大
学
や
帝
国
大
学
医
学
部
の
予
科
・
高

等
学
校
の
3
年
、
そ
の
後
の
医
学
部
の
4

年
、
合
計
で
7
年
と
比
べ
る
と
基
礎
医
学

な
ど
の
受
講
が
減
ら
さ
れ
、
ず
い
ぶ
ん
の

速
成
教
育
で
し
た
。

　

専
門
部
と
い
う
名
称
の
通
り
、
医
学
専

門
学
校
と
同
じ
扱
い
で
す
。
陸
海
軍
は
文

部
省
と
交
渉
し
、
ま
た
ま
た
臨
時
制
度
を

つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
1
9
3
8
（
昭
和

13
）
年
4
月
に
は
「
国
家
総
動
員
法
」
を

公
布
し
ま
す
。
続
い
て
同
年
11
月
に
は

「
東
亜
新
秩
序
建
設
」
の
近
衛
声
明
を
出

し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
規
模
を
遙
か
に

超
え
た
軍
備
拡
張
で
す
。

　

1
9
3
6
（
昭
和
11
）
年
に
は
陸
軍
中

央
部
の
い
う
「
本
格
的
軍
備
充
実
」
が
計

画
さ
れ
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
れ

ば
戦
時
兵
力
は
41
個
師
団
、
こ
れ
に
応
じ

る
諸
部
隊
、
並
び
に
飛
行
1
4
2
個
中
隊

と
同
じ
く
諸
部
隊
、
こ
れ
ら
を
昭
和
17
年

度
ま
で
に
整
備
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

師
団
の
配
置
は
満
洲
に
10
個
師
団
ほ
か
、

内
地
及
び
朝
鮮
に
17
個
師
団
で
し
た
。
こ

れ
に
加
え
て
、
東
亜
新
秩
序
の
一
端
を
担

う
の
が
占
領
地
の
宣
撫
工
作
で
す
。
現
地

人
の
医
療
や
、
衛
生
環
境
整
備
な
ど
に
多

数
の
軍
医
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
時
の
医
師
に
な
る
大
学
、
医
専
出
身

者
は
毎
年
3
0
0
0
人
あ
ま
り
で
す
。
こ

れ
だ
け
で
軍
医
の
所
要
数
を
集
め
る
と
民

間
医
療
や
研
究
の
た
め
の
医
師
も
確
保
で

き
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
恒
久
的
な
養
成

機
関
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
と
、
作
戦
の
推

移
に
よ
っ
て
国
内
に
医
師
の
過
剰
を
招
い

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
臨
時
養
成
機
関
を
計

画
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
臨
時
」
附
属
医

学
専
門
部
で
し
た
。

　

中
学
校
5
年
卒
で
修
学
年
限
4
年
、
帝

国
大
学
7
校
の
合
計
4
8
0
名
、
各
医
大

の
合
計
3
6
0
名
で
総
合
計
8
4
0
名
の

学
生
が
昭
和
14
年
度
か
ら
入
校
し
ま
し
た
。

同
18
年
度
ま
で
の
臨
時
措
置
と
し
て
合
計

3
0
0
0
名
あ
ま
り
の
養
成
数
を
計
画
し

ま
す
。

　

当
時
の
厚
生
省
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。

「
昭
和
17
年
度
の
陸
軍
の
軍
医
需
要
数
は
約

3
万
で
あ
る
な
ら
、
内
地
の
人
口
1
万
人

あ
た
り
5
人
に
低
下
し
て
し
ま
う
（
現
状

で
は
7
・
5
人
）
が
、
昭
和
18
年
以
降
に

さ
ら
に
需
要
増
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
は

写真：満洲で乗馬した軍医官
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非
常
手
段
と
し
て
「
例
ヘ
バ
歯
科
医
ノ
短

期
訓
練
」
な
ど
で
応
じ
る
し
か
な
い
だ
ろ

う
。
毎
年
の
人
口
増
が
1
0
0
万
人
に
対

し
て
医
師
の
自
然
増
が
2
3
0
0
人
な
ら

ば
毎
年
約
1
6
0
0
人
の
過
剰
に
な
る
。

こ
れ
に
3
0
0
0
人
の
新
規
養
成
を
行
う

と
す
る
と
、
過
剰
は
ま
す
ま
す
増
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
無
医
村
問
題
の
対
策
医

療
行
政
官
の
需
要
等
も
考
え
ら
れ
、
国
民

医
療
へ
の
消
化
と
い
う
観
点
か
ら
賛
成
す

る
」

　

ち
な
み
に
2
0
2
4
年
の
統
計
で
は
、

全
国
の
医
師
数
33
万
人
（
た
だ
し
女
性
は

約
25
％
）、
人
口
比
で
は
1
万
人
当
た
り

28
人
で
す
か
ら
、
昭
和
戦
前
期
は
お
よ
そ

現
在
の
4
分
の
1
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ

う
。
臨
時
附
属
医
専
は
1
9
5
1
（
昭
和

26
）
年
に
各
大
学
医
学
部
に
吸
収
さ
れ
て

短
い
歴
史
を
閉
じ
ま
し
た
。

■
陸
軍
歯
科
医
制
度

　

民
間
に
あ
っ
て
も
歯
科
医
師
の
養
成
は

一
般
医
師
と
比
べ
れ
ば
遅
れ
て
い
ま
し
た
。

専
門
学
校
は
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
規

模
は
小
さ
く
、
開
業
試
験
合
格
者
が
主
流

を
占
め
て
い
た
の
が
実
態
で
す
。
そ
れ
を

反
映
し
て
か
医
師
と
薬
剤
師
は
武
官
と
な

れ
ま
し
た
が
、
歯
科
医
師
に
は
、
そ
の
途

は
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
歯
科

治
療
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

1
9
1
9
（
大
正
8
）
年
の
こ
と
で
し

た
。「
衛
戍
病
院
歯
科
医
採
用
規
則
」
が
陸

軍
省
令
と
し
て
公
布
さ
れ
、
衛
戍
病
院
の

規
模
に
よ
っ
て
歯
科
医
師
を
採
用
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
身
分
は
嘱

託
に
す
ぎ
ず
、
採
用
も
内
地
の
1
・
2
等

衛
戍
病
院
と
外
地
で
は
主
要
病
院
の
み
で

し
た
。

　

よ
う
や
く
衛
生
部
の
中
の
歯
科
医
将
校

と
な
っ
た
の
は
、
1
9
4
0
（
昭
和
15
）

年
の
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
薬
剤
官
も
医

官
も
最
高
官
が
中
将
で
あ
っ
た
の
に
、
歯

科
医
は
少
将
が
極
官
で
し
た
。
こ
れ
で
衛

生
部
の
将
校
は
、
軍
医
、
薬
剤
、
歯
科
医
、

衛
生
と
4
種
類
に
な
り
ま
し
た
。

■
歯
科
軍
医
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た

　

こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、

陸
軍
に
お
い
て
歯
科
医
将
校
は
軍
医
将
校

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
両
者
を
区

分
し
た
の
は
、
国
法
と
し
て
医
師
法
と
歯

科
医
師
法
を
分
け
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

両
者
は
本
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ

の
官
等
名
も
変
え
た
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
歯
科
軍
医
と
い
う
言
葉
は
存
在
し
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

軍
医
と
歯
科
医
を
明
確
に
区
別
し
た
の

は
、
部
内
で
の
勤
務
や
教
育
等
で
も
両
者

を
混
同
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

軍
医
の
職
務
と
歯
科
医
の
職
務
と
の
間
に

明
確
な
一
線
を
引
い
て
い
た
の
で
す
。
こ

こ
で
陸
軍
補
充
令
の
改
正
に
も
ふ
れ
て
お

き
ま
す
。

　

ま
ず
、
現
役
衛
生
部
将
校
の
補
充
は
、

衛
生
部
見
習
士
官
か
ら
中
尉
も
し
く
は
少

尉
に
任
ぜ
ら
れ
る
資
格
を
も
つ
者
か
ら
行

わ
れ
ま
し
た
。
歯
科
医
将
校
た
る
べ
き
見

習
士
官
は
衛
生
部
依
託
生
徒
で
所
定
の
課

程
（
歯
科
大
学
・
歯
科
医
学
専
門
学
校
）

の
卒
業
者
、
歯
科
医
師
試
験
を
通
っ
た
者
、

歯
科
医
師
免
許
を
も
つ
者
で
年
齢
32
歳
未

満
の
者
か
ら
銓
衡
の
う
え
で
採
用
し
ま
し

た
。

　

予
備
役
歯
科
医
将
校
に
な
る
に
は
、
徴

兵
検
査
で
志
願
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

聯
隊
区
司
令
官
や
身
体
検
査
場
で
検
査
員

に
書
類
を
提
出
す
れ
ば
良
か
っ
た
よ
う
で

す
。
ま
た
、
歯
科
医
師
免
許
を
持
っ
て
い

な
が
ら
、
そ
の
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
に

一
般
兵
科
の
幹
部
候
補
生
に
な
っ
て
い
る

人
、
各
兵
科
の
予
備
役
将
校
が
多
く
い
ま

し
た
。
あ
る
い
は
兵
、
下
士
官
と
し
て
勤

務
し
て
い
る
人
ま
で
い
ま
す
。
戦
時
特
別

補
充
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
そ
の
人
た
ち

の
う
ち
に
は
歯
科
医
将
校
と
な
っ
た
人
も

い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
志
願
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
命
令
に
よ
っ
て
為

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

で
は
、
軍
隊
で
は
歯
科
医
は
ど
う
し
た

扱
い
を
受
け
た
で
し
ょ
う
か
。
1
9
4
1

（
昭
和
16
）
年
の
陸
普
1
5
2
6
号
に
は

陸
軍
次
官
か
ら
の
通
牒
と
し
て
歯
科
医
将

校
の
勤
務
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。「
診
療
ニ

関
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
衛
生
将
校
ノ
勤
務
ニ
準

ス
」、「
病
院
…
病
室
区
分
…
歯
科
病
室
ヲ

設
ケ
ル
コ
ト
ナ
ク
外
科
病
室
ト
ス
」、「
診

療
範
囲
ハ
歯
牙
疾
患
及
歯
牙
ニ
直
接
起
因

セ
ル
歯
牙
支
持
組
織
ノ
疾
患
ト
ス
ル
」
と
、

医
師
で
あ
る
軍
医
と
歯
科
医
官
と
は
扱
い

が
違
っ
て
い
ま
し
た
。

■
現
役
軍
医
の
衛
生
要
務

　

現
役
軍
医
と
召
集
さ
れ
た
予
備
役
軍
医

の
違
い
で
最
も
大
き
い
の
は
戦
場
で
の
衛

生
要
務
と
い
わ
れ
る
方
面
で
し
た
。
衛
生

要
務
と
は
軍
隊
に
お
い
て
の
衛
生
部
隊
、

衛
生
材
料
な
ど
の
管
理
・
運
用
の
こ
と
で

す
。
主
と
し
て
は
軍
や
師
団
の
軍
医
部
の

業
務
で
す
が
、
聯
隊
や
大
隊
の
高
級
軍
医

に
も
必
要
な
学
問
で
し
た
。
た
と
え
ば
敵

陣
を
攻
撃
す
る
場
合
、
ど
こ
に
重
点
を
指

向
す
る
か
、
部
隊
を
配
列
す
る
か
は
師
団

の
参
謀
部
の
仕
事
で
す
が
、
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
、
ど
の
縦
隊
に
衛
生
隊
を
ど
れ
く

ら
い
配
当
す
る
か
、
い
つ
、
ど
れ
ほ
ど
の

規
模
の
野
戦
病
院
を
設
営
す
る
か
は
軍
医

部
の
担
当
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
依

託
学
生
育
ち
や
見
習
医
官
出
身
の
現
役
軍

医
た
ち
の
本
業
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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戦
術
も
衛

生
要
務
も
一

般
の
医
学

部
・
学
校
で

は
教
育
は
さ

れ
て
い
ま
せ

ん
。
召
集
さ

れ
た
予
備
軍

医
は
前
線
や

野
戦
病
院
、

兵
站
病
院
の

臨
床
部
門
で
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

■
ま
と
め
に

　

衛
生
部
将
校
（
昭
和
12
年
以
降
）
の
召

募
は
、
ま
ず
現
役
武
官
た
る
依
託
学
生
・

生
徒
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
既
に
医

師
免
許
や
薬
剤
師
免
許
を
も
つ
人
が
志
願

し
た
見
習
軍
医
、
見
習
薬
剤
官
も
現
役
衛

生
部
将
校
の
召
募
で
し
た
。
こ
れ
と
並
行

し
て
予
備
役
幹
部
を
作
る
制
度
も
あ
り
ま

し
た
。
満
洲
事
変
（
昭
和
6
）
年
以
後
の

軍
医
候
補
生
、
さ
ら
に
は
軍
医
予
備
員
、

そ
う
し
て
臨
時
附
属
医
学
専
門
学
校
（
部
）

の
制
度
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
『
陸
軍
省
人
事
局
長
の
回
想
』

に
あ
る
陸
軍
現
役
兵
科
・
各
部
将
校
の
数

字
で
す
。
昭
和
20
年
9
月
現
在
で
は
、
総

人
員
数
は
4
万
8
2
3
6
名
、
各
兵
種
2

万
8
8
3
3
名
（
全
体
の
約
59
・
8
％
）、

憲
兵
9
0
1
（
1
・
9
％
）、
技
術
6
7
2

5（
13・9
％
）、建
技
6
8
5（
1・4
％
）、

主
計
3
4
4
2
（
7
・
1
％
）、
軍
医
5 

7

2 

1
（
11
・
8
％
）、
薬
剤
3
7
3
（
0
・

8
％
）、
歯
科
28
（
0
・
0 

5
％
）、
衛
生

2
6
8
（
0
・
6
％
）、
獣
医
9
6
8
（
2
・

0
％
）、
獣
医
務
43
（
0
・
0 

9
％
）、
法

務
1
8
9
（
0
・
4
％
）、
法
事
務
47

（
0
・
1
％
）、
軍
楽
13
（
0
・
0 

2
％
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。
軍
医
は
経
理
部
（
主
計・

建
技
）
よ
り
多
く
、
技
術
部
よ
り
少
な
い

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

※
参
考
・
引
用
文
献　
『
陸
軍
衛
生
制
度

史
・
昭
和
編
』（
陸
上
自
衛
隊
衛
生
学
校

修
親
会
・
原
書
房
・
1
9
9
0
年
）、『
軍

醫
学
校
五
十
年
史
』（
既
出
）

写真：列車治療部に搬入される患者

写真：野戦病院の天幕




